
宇土市空き家バンクＱ＆Ａ 

≪空き家を売り（貸し）たい人編≫ 

 

■空き家バンク制度について 

 

Ｑ１：空き家バンクってどんな制度？ 

Ａ：空き家バンクとは、空き家等の利活用及び定住促進、地域活性化を目的に、市内に空き家等をお

持ちの方と、市内で住まいをお探しの方とのマッチングを図る制度です。空き家等の賃貸または売却

を希望する方に当該物件を空き家バンクに登録していただき、その情報を市ホームページ等で空き

家等の利用を希望している方に提供します。物件の交渉・契約は、市が協定を結んでいる「宅地建

物取引業協会」の会員（以下、不動産事業者）が媒介（仲介）を行います。詳しい内容をお聞きした

い方は、お気軽にご相談ください。 

 

 

Ｑ２：不動産事業者と市は、どんな役割を担うの？ 

Ａ：市では、物件の取引に関する資格（宅地建物取引業許可）を持っていないため、交渉や契約などの

手続きは、不動産事業者が行います。市は、現地調査や登録の手続きなどを行い、あくまで空き家

等の所有者と市内で住まいをお探しの方とのマッチングを補助する役割を担うものです。 

 

 

Ｑ３：空き家バンクの利用料金は？ 

Ａ：物件登録、利用者登録とも料金はかかりません。ただし、賃貸や売買の契約が成立した場合は、空き

家等の所有者は不動産事業者に対し、宅地建物取引業法で定める手数料をお支払いいただきます。手

数料の額や支払時期など不動産事業者にご確認ください。 

 

 

Ｑ４：空き家バンクに登録すれば、市が管理してくれるのでしょうか。 

Ａ：建物は所有者の財産です。空き家バンクに登録されても、市が家の清掃など維持管理を行うわけで

はありません。利用者が現れるまでは、鍵を含め、所有者で管理していただくようお願いいたします。ま

た、賃貸を希望される場合、賃貸期間中でも借主の責任以外の破損等に関しても貸主が管理すること

になります。※管理方法は不動産事業者とご相談ください。 

 

 

Ｑ５：物件登録の際、賃貸借又は売買を選択しなければなりませんか？ 

Ａ：両方で登録することも可能です。 

 

 

Ｑ6：借主又は買主はすぐにみつかりますか？ 

Ａ：空き家の状態、需要の有無によって異なるため、すぐに見つかるとは限りません。 

 

 

Ｑ7：物件登録してからどのくらいで利用者が見つかり、契約できますか？ 

Ａ：空き家バンクに物件登録していただくことはあくまでも情報発信の方法の一つです。この空き家バンク



への登録が、賃貸借や売却を約束するものではありません。 

 

 

Ｑ８：空き家バンクに空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか？ 

Ａ：「空き家バンク登録申込書」及び「空き家バンク登録カード」（登録したい物件の情報等を記載したも

の）を提出していただきます。 

 

 

Ｑ９：空き家バンクへの登録期間は、何年ですか？ 

Ａ：原則、空き家を貸し出し、若しくは売却し、又は所有者が撤回を申し出た場合以外、継続されます。

なお、登録後に一定期間（約2年）を経過した場合には、市から所有者に今後の登録の有無を確認させ

ていただきます。 

 

 

■登録物件について 

 

Ｑ１：どのような空き家であれば登録できますか。 

Ａ：登記がある空き家（「玄関」「居室」「便所」「台所」「風呂」を備えた建築物）に限ります。ただし、事前に

不動産事業者が登録に必要な調査を行い、売買や賃貸が可能か判定を行います（電気・ガス・水道等

が問題なく使用できるか等）。その判定により登録が出来ない場合もございますので、あらかじめご了承

ください。 

 

 

Ｑ２：抵当権付きの物件を空き家バンクに登録することはできますか？ 

Ａ：抵当権の実行により債権者から競売にかけられた場合、買主が所有権を失うおそれがありますので、

売却を希望する場合には抵当権を抹消しないと登録することができません。なお、賃貸を希望する場

合には、登録することは可能です。 

 

 

Ｑ３：住宅部分と一緒の建物に店舗部分がありますが登録できますか？ 

Ａ：登録可能です。 

 

 

Ｑ４：古い物件でも登録できますか？ 

Ａ：古い物件でも登録することは可能ですが、老朽化が著しいものや大規模修繕が必要なものは登録で 

ません。登録前の現地調査時に登録可能かどうかを判断させていただきます。 

 

 

Ｑ５：登記していない物件も登録できますか？ 

Ａ：未登記物件の売却はできないので、売却を希望される場合は登録できません。なお、未登記物件は

将来相続するときに支障をきたす恐れがありますので、空き家バンクの登録に関わらず、速やかに登記

手続きを進められるようお願いします。 

 

 

Ｑ６：相続した空き家で、まだ所有権の移転登記をしていませんが登録できますか？ 



Ａ：まずは所有権移転登記（相続登記）の手続きを進められるようお願いします。 

 

 

Ｑ７：空き家を所有していますが、土地が借地です。登録できますか？ 

Ａ：土地所有者の同意があれば登録できます。 

        

 

Ｑ８：不動産業者に取引を依頼している物件でも空き家バンクを利用できますか？ 

Ａ：空き家バンクは、空き家バンク以外による取引を妨げるものではありませんが、不動産業者との契約内

容によっては、登録できない可能性もあります。 

 

 

Ｑ９： 空き家に付属する田畑、倉庫、駐車場等がありますが、一括による登録となりますか？ 

Ａ：原則、一括登録となります。なお、一部の倉庫等の施設を貸主が使用したい意思がある場合には、登

録に関する申込みの際にその旨を記載願います。 

 

 

Ｑ１０：空き家のほかに倉庫や畑も一緒に貸し出したいのですが、可能ですか。 

Ａ：空き家と同一敷地内にある倉庫や畑であれば可能です。ただし、農地に関しては農業委員会を通して

の取引になる場合もありますのでご注意ください。倉庫や畑をご自身で利用したい場合は、空き家のみ

を貸し出せます。 

 

Ｑ1１：空き家に家財が残っていますが、そのまま貸し出すことも可能ですか？ 

Ａ：空き家の所有者、利用希望者双方の合意があれば可能ですが、トラブル防止のため、原則、家財

や家電製品などを建物に残さないようにお願いします。 

 

 

■登録者について 

 

Ｑ１：宇土市に住民登録がなくても、空き家バンクに物件を登録することが可能ですか？ 

Ａ：宇土市内に空き家を所有している方で市の空き家バンク制度の目的に賛同いただける方なら、住民

登録に関係なく空き家バンクに登録することが可能です。登録の際、現地調査に立会っていただく必

要がありますが、遠方の方の場合、希望の日程を相談のうえで調整することができます。親戚等の方

へ依頼されても構いません。 

 

 

Ｑ２：両親等家族が所有している建物を、空き家バンクに登録できますか。 

Ａ:空き家の所有者の方からの申請が原則ですが、所有者の同意があれば、所有者以外でも登録可能

です。ただし、死亡されている場合は、相続登記の手続きが必要となります。 

 

Ｑ３：親族でも空き家バンクに申し込むことはできますか？ 

Ａ：申込対象者は原則、土地及び建物の所有者のみに限られます。しかし、所有者が遠方で来庁でき

ない場合や施設等に入居中であり、物件調査や現場見学に立ち会いができない場合は、所有者の同

意書により、所有者に代わって申込むことは可能です。  

 



Ｑ４：空き家の共有者が他にいる場合でも、空き家バンクに登録することは可能ですか？ 

Ａ：空き家の共有者全員の同意があれば、空き家バンクへの登録が可能です。 

 

 

■賃料・条件について 

 

Ｑ1：どのくらいの賃料又は売却料となるのでしょうか？ 

Ａ：不動産事業者と御相談いただくことになりますが、希望する額で空き家バンクに登録することも可能で

す。 

 

 

Ｑ2：空き家の賃貸や売買を希望する人を断ることは可能ですか。 

Ａ：所有者、利用者希望者双方の合意により賃貸契約を締結するため、お断りすることも可能です。 

 

 

Ｑ３：賃貸の場合に建物を改修されませんか？ 

Ａ：貸主の承諾を得ずに建物を増築、改築等をすることは禁止されております。なお、貸主の意思によっ

て、契約書に特約事項を加え、又は承諾書を得た場合は可能です。 

 

 

Ｑ４：賃貸の場合、ペットを飼育されたりしませんか？ 

Ａ：貸主の承諾を得ずにペットの飼育禁止を記載しております。なお、貸主の意思によって、契約書に特

約事項を加え、又は承諾書を得た場合は可能です。 

 

 

Ｑ５：空き家を借りる人には、ぜひ近所づきあいをして欲しいのですが・・・。 

Ａ：賃貸契約時に集落のしきたりや慣習について説明することや、ご近所の方とのかかわり方について

「お願い」をすることは可能ですが、あくまでも「お願い」であり、強制はできませんのであらかじめご了承く

ださい。 

 

Ｑ６：数年後に、空き家バンク登録をした建物を使用したいため、一定の期間の貸し出しも可能ですか？ 

Ａ：ご希望の期間での貸し出しができるよう条件を付けることが可能です。ただし、空き家バンクへの登録

期間は最低２年間ですのでご注意ください。 

 

 

■契約について 

 

Ｑ1：賃貸借契約や物件の売買は市が行ってくれるのですか。 

Ａ：契約は不動産事業者が行います。交渉や契約手続きに、市は一切関与いたしません。 

 

Ｑ2：売主または貸主の責任はあるのですか？ 

Ａ：物件について瑕疵（いわゆる欠陥）がある場合、買主または借主に伝えないと民法の瑕疵担保責任

を問われる可能性があります。瑕疵がある場合には、不動産事業者に説明して、重要事項説明書に記

載してもらってください。 

 



■費用負担について 

 

Ｑ１：空き家の固定資産税、火災保険料は利用者が支払ってくれるのですか。 

Ａ：固定資産税は建物の所有者に対して課税されるため、納税義務は所有者にあります。（賃貸の場合

は貸主、売却の場合は購入者が購入した年の翌年から納税義務者となります。）火災保険料も同様に

建物の所有者の負担となります。 

 

 

Ｑ2：敷地の境界立会における費用の負担はどちらの負担になりますか？ 

Ａ：所有者側の負担になります。 

  

 

■登録後の手順について 

 

Ｑ1：空き家バンク登録後はどのような手順になるのですか？ 

Ａ：空き家利用の希望があった場合、市担当者から空き家の所有者へ連絡し、物件の立ち会い調査の

日程等を確認します。その後、どのように交渉を進めるかは空き家所有者または不動産事業者によりま

す。物件の状況によって申込日から登録日までに時間がかかるケースもあります。 

 

 

Ｑ2：日中仕事をしているため、空き家の案内が出来ないのですが？ 

Ａ：利用希望者が空き家を見たい場合、原則は立ち会っていただきます。ただし、親戚等にカギをお預け

いただくことも可能です。 

  

 


